
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都立多摩科学技術高等学校同窓会規約 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年１１月１２日 現在 

 

第１章 総 則 

（名称） 

第１条 本会は、東京都立多摩科学技術高等学校同窓会という。 

（主たる事務所） 

第２条 本会の事務所は、東京都立多摩科学技術高等学校内に置く。 

 

 

第２章 目的および事業 

（目的） 

第３条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて東京都立多摩科学技術高等学校（以下「母校」と

いう。）の発展に協力し、地域およびわが国文化の向上に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１） 会員を対象とした各種会合、催事の企画立案および運営 

（２） 会報の発行 

（３） 母校の会員名簿の作成および管理 

（４） 母校の教育活動への後援 

（５） 地域の文化活動およびスポーツ事業等に対する後援 

（６） その他、本会の目的達成に必要な事業 

 

 

第３章 会 員 

（構成） 

第５条 本会は、正会員をもってその会員とする。 

（会員の資格） 

第６条 本会の会員となり得る者は、次の資格を有する者とする。 

（１） 正会員 

① 保護者の同意を得た母校の卒業生 

  ２ 本会成立後に本会の会員となる資格を有し、会員となろうとする者は、所定の入 

会手続を行うことを要する。 

（会費） 

第７条 本会の会員は、入会時に次に定める会費を納入する。 

（１）平成２９年度以前の卒業生は１０００円 

（２）平成３０年度以降の卒業生は３０００円 

（会員資格の喪失） 

第８条 本会の会員は、次の事由によりその資格を失う。 

（１） 死亡 

（２） 退会 

（退会） 

第９条 本会の会員は、会長に対し、退会理由を付した書面を提出して退会することがで 

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章 役 員 

（役員の員数） 

第１０条 本会に次の役員を置く。 

（１） 会長   １名 

（２） 副会長  １名以上 

（３） 会計   １名以上 

（４） 書記   １名以上 

（５） 監査   １名以上 

（役員の選任） 

第１１条 会長および監査は、総会において会員の中より決議をもって選任する。 

  ２ 監査は、会長を兼任することはできない。 

（役員の職務） 

第１２条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

  ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠員のときは、総会においてあらか

じめ定められた順位により、その職務を代理又は代行する。 

  ３ 役員は、役員会を組織し本定款および規則に定める会務を執行する。 

（役員の任期） 

第１３条 役員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

    

 

第５章 役員会 

（役員会の権限等） 

第１４条 役員会は、すべての役員で組織する。 

２ 役員会の議長は、会長がこれに当たる。 

３ 役員会は、本会の業務執行の決定および役員の職務執行の監督を行うほか、次の事項を決 

議する。 

（１） 総会に提出する議案 

（２） 会務に関する重要な事項 

（３） 事務局に関する事項 

（４） 本規約を施行するために必要な事項についての規則の制定、改廃に関する事項 

（５） 規約に定める事項 

（６） その他、会長が必要と定める事項 

（役員会の招集） 

第１５条 役員会は、原則として年１回以上、会長が召集する。 

  ２ 会長は、役員会の日の１週間前までに、各役員に対してその通知を発しなければならない。 

  ３ 会長以外の役員は、会長に対し、役員会目的である事項を示して、役員会の招集を請求す

ることができる。 

（役員会の決議方法） 

第１６条 役員会の決議は、議決に加わることができる役員の過半数が出席し、その過半数をもっ

て行う。 

（役員会の議事録） 

第１７条 役員会の議事については、議事録を作成し、出席した会長、副会長および監査は、これ

に署名し、または記名押印しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６章 総 会 

（総会の構成） 

第１８条 総会は、第６条の会員をもって構成し、本会の最高議決機関である。 

（総会の招集） 

第１９条 総会の招集は、役員会において決定する。 

  ２ 総会は、会長が次に掲げる事項を定め、当該総会の日の１０日前までにこれを記載し、ま

たは記録した通知を会員に対して発することにより召集する。 

（１） 総会の日時および場所 

（２） 総会の目的である事項 

（総会の決議事項） 

第２０条 総会は、次に定める事項を決議する。 

（１） 前年度の事業報告書 

（２） 前年度の決算書 

（３） 当該年度の事業計画 

（４） 当該年度の収支決算 

（５） 本規約第７条に定める会費規定の制定、改廃に関する事項 

（６） 総会において審議することを決議した事項 

（７） その他、会長が必要と認めた事項 

（総会の議長） 

第２１条 総会の議長は、会長が出席した会員の中から指名する。 

（総会の決議方法） 

第２２条 総会の決議は、出席した会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決す

る。 

（総会の議事録) 

第２３条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、会長および出席

した会員のうちからその会議において選出された議事録署名人２人以上が、これに署名し、また

は記名押印しなければならない。 

 

 

第７章 資産および会計 

（資産） 

第２４条 本会の資産は、次のとおりとする。 

（１） 会費 

（２） 寄付 

（３） 利子その他の収入 

（資産の管理） 

第２５条 本会の資産は、会長名義により保管する。 

（事業計画および収支予算） 

第２６条 本会の事業計画および収支予算は、会長が作成し、役員会および総会の承認を受けなけ

ればならない。 

 

 

第８章 規約変更 

（規約変更） 

第２７条 本規約を変更するには、役員会の議決を経て、総会の特別決議によらなければならない。 

 

 

第９章 附則 

第２８条 平成２９年度改定規約は平成２９年１１月１２日より施行する。 


